
高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する建築物 

（平成２８年１月２１日国土交通省告示第２４０号第１第２項各号に掲げる用途） 

 

 一 共同住宅及び寄宿舎（サービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法（昭和三十

八年法律第百三十三号）第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活

援助事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成十七年法律第百二十三号）第五条第十五項に規定する共同生活援助を行

う事業の用に供するものに限る。） 

 二 助産施設、乳児院及び障害児入所施設 

 三 助産所 

 四 盲導犬訓練施設 

 五 救護施設及び更生施設 

 六 老人短期入所施設その他これに類するもの 

 七 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに有料老人ホー

ム 

 八 母子保健施設 

 九 障害者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービス業（自立訓練又は就労移行

支援を行う事業に限る。）の用に供する施設（利用者の就寝の用に供するものを

除く。） 

 

政令第 115条の 3第 1号に規定する児童福祉施設等 

 

助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚

生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期

治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、助産所、身体障害者社会参

加支援施設（補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。）、保護施設

（医療保護施設を除く。）、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保

健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス

事業（生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。）の

用に供する施設又は障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）附則第４１条

第１項、第４８条若しくは第５８条第１項の規定によりなお従前の例により運営を

することができることとされた同法附則第４１条第１項に規定する身体障害者更生

援護施設、同法附則第４８条に規定する精神障害者社会復帰施設若しくは同法附則

第５８条第１項に規定する知的障害者支援施設 


